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ニュース

水
の
事
故
に
備
え
て

水
難
救
助
訓
練
を
実
施

　

５
月
26
日
、
本
格
的
な
川
で
の

レ
ジ
ャ
ー
シ
ー
ズ
ン
を
前
に
仁
淀

川（
波
川
）で
、
い
の
町
消
防
団
伊

野
方
面
隊
、
日
高
村
消
防
団
、
仁

淀
消
防
組
合
、
い
の
警
察
署
、
高

知
県
消
防
防
災
航
空
隊
が
合
同
で

水
難
救
助
訓
練
を
実
施
し
、
関
係

者
約
２
０
０
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

こ
の
訓
練
は
、
各
機
関
に
よ
る

水
の
事
故
へ
の
迅
速
な
対
応
と
捜

索
技
術
の
向
上
、
関
係
機
関
相
互

の
連
携
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
実

施
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

訓
練
で
は
、
各
機
関
所
有
の
舟

艇
で
の
操
舵
・
編
隊
訓
練
、
捜
索

訓
練
と
、
陸
上
で
ロ
ー
プ
結
索
訓

練
を
実
施
し
ま
し
た
。
捜
索
訓

練
で
は
、
高
知
県
消
防
防
災
ヘ
リ

「
り
ょ
う
ま
」が
、上
空
か
ら
要
救

助
者
を
捜
索
し
、
目
印
ブ
イ
を
投

下
し
た
近
辺
を
、
舟
艇
が
モ
ガ
リ

及
び
水
中
眼
鏡
で
捜
索
し
ま
し
た
。

　

仁
淀
川
で
は
、
例
年
多
数
の
行

楽
客
が
訪
れ
て
い
ま
す
が
、
痛
ま

し
い
水
難
事
故
が
、
過
去
何
回
も

発
生
し
て
い
ま
す
。
川
遊
び
を
す

る
と
き
に
は
、
危
険
箇
所
で
は
遊

泳
し
な
い
、
子
ど
も
か
ら
決
し
て

目
を
離
さ
な
い
な
ど
、
く
れ
ぐ
れ

も
水
難
事
故
に
気
を
付
け
て
く
だ

さ
い
。

７
月
の

消
防
団
行
事
予
定

７
月
７
日
（
日
）

　

仁
淀
消
防
連
合
会
夏
季
演
習

　

（
消
防
学
校
）

ニュース

協
働
の
森
・
交
流
事
業

を
開
催

　

ニ
ッ
ポ
ン
高
度
紙
工
業
㈱
と
町

が
締
結
し
た
協
働
の
森
づ
く
り
事

業
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
協
定
に
基
づ
き
、

５
月
12
日
、
清
水
程
野
地
区
に
あ

る
「
ニ
ッ
ポ
ン
高
度
紙
工
業
・

輪り
ん

の
森
」
交
流
の
森
に
お
い
て
、

ニ
ッ
ポ
ン
高
度
紙
工
業
㈱
の
社
員

と
そ
の
家
族
の
皆
さ
ん
や
、
高
知

中
央
森
林
組
合
、
県
及
び
町
の
職

員
、
約
60
名
が
参
加
し
て
交
流
事

業
を
行
い
ま
し
た
。

　

晴
天
の
も
と
、
最
初
に
高
知

中
央
森
林
組
合
の
指
導
に
よ
り
、

ヒ
ノ
キ
林
の
間
伐
を
行
い
ま
し

た
。
そ
の
後
、
昨
年
間
伐
し
た
木

を
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
輪
切
り
に

し
、
鍋
敷
き
作
り
を
行
い
ま
し
た
。

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
大
き
な
音
に
戸

惑
い
な
が
ら
も
、
皆
さ
ん
初
め
て

と
は
思
え
な
い
手
つ
き
で
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
を
上
手
に
操
作
し
て
い
ま

し
た
。

　

昼
食
は
、
吾
北
地
区
農
漁
村
女

性
グ
ル
ー
プ
研
究
会
に
よ
る
季
節

感
あ
ふ
れ
る
創
作
田
舎
料
理
を
堪

能
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
午
後
か

ら
は
「
グ
リ
ー
ン
・
パ
ー
ク
ほ
ど

の
」
の
名
物
で
あ
る
バ
ウ
ム
ク
ー

ヘ
ン
作
り
を
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

の
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
説
明
を
受

け
な
が
ら
行
い
ま
し
た
。
完
成
し

た
形
は
様
々
で
し
た
が
、
お
い
し

そ
う
な
出
来
上
が
り
に
、
参
加
者

か
ら
笑
顔
が
こ
ぼ
れ
る
楽
し
い
一

日
に
な
り
ま
し
た
。

お知らせ

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

の
皆
さ
ん
へ

▼
被
保
険
者
証

　

被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
が
８

月
に
更
新
さ
れ
ま
す
。
新
し
い
保

険
証
の
色
は
水
色
で
、
７
月
下
旬

に
送
付
し
ま
す
。
受
け
取
っ
た
ら

記
載
内
容
を
確
認
の
上
、
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
一
部
負
担
金
の
割
合
変
更　

　

毎
年
８
月
１
日
現
在
の
世
帯
及

び
前
年
中
の
所
得
状
況
を
基
に
医

療
費
の
自
己
負
担
割
合
（
１
割
又

は
一
定
以
上
所
得
の
あ
る
方
は
３

割
）
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

　

ご
自
身
の
負
担
割
合
は
、
７
月

下
旬
に
届
く
新
し
い
保
険
証
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証

　

町
県
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、

入
院
又
は
高
額
な
外
来
医
療
を
受

け
る
際
に
、
医
療
機
関
や
薬
局
へ

保
険
証
と
合
わ
せ
て
「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

（
認
定
証
）
を
提
示
す
る
こ
と
に

よ
り
、
窓
口
で
の
自
己
負
担
額
や

入
院
時
の
食
事
代
な
ど
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。　
　
　

　

現
在
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
で

８
月
以
降
も
該
当
に
な
る
方
に
は
、

７
月
下
旬
に
新
し
い
減
額
証
を
保

険
証
と
一
緒
に
送
付
し
ま
す
。

　

新
た
に
申
請
す
る
方
は
、
保
険

証
と
認
め
印
を
持
参
の
上
、
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
が
遅
れ
た
場
合
や
医
療
機

関
へ
提
示
し
な
か
っ
た
場
合
の

食
事
代
な
ど
に
つ
い
て
は
、
原

則
、
入
院
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

の
払
い
戻
し
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課
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▼
保
険
料
の
納
付

　

平
成
25
年
度
の
「
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」
は

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

納
入
方
法
が
年
金
か
ら
の
天
引

き
で
は
な
く
、
口
座
振
替
の
申
請

を
し
て
い
な
い
普
通
徴
収
の
方
に

は
納
付
通
知
書
も
合
わ
せ
て
送
付

し
ま
す
。

　

各
納
期
限
ま
で
の
納
入
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
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